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当日のプログラム

開会のあいさつ　廣瀬　小百合　（みどりの風　会長）　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　

　　　　　　　　　　　　　
被害者遺族のはなし
 [息子を奪われてー無謀運転者をかばった警察や教育委員会ー]


後藤裕子さん
　どこに訴えればいいの？ＤＶ、ストーカー殺人事件被害者遺族の声]
匿名 （鹿児島県女性）
参加者自己紹介      
　被害者の方とそのご遺族、ご家族の３９名にご参加頂きました。お話していただける方にマイクを渡してお名前と在住されている都道府県名、被害に遭った事件について自己紹介をしていただきました。　　　　　　　　
　
                           支援部自己紹介
　当日、支援部からは８名が参加しました。自己紹介と犯罪被害にあわれた方の支援について感じていることやそれぞれの専門家としてできることについて話がありました。
　参加者は以下の通りです。　
　 

ご出席いただいた各機関の紹介
当日ご出席いただいた各機関の方々に自己紹介を行っていただきました。ご参加いただいたのは以下の機関です。

　特定非営利法人　犯罪被害者支援ネットワーク佐賀ＶＯＩＳＳ
福岡高等検察庁
福岡県警
熊本県警
福岡県生活安全課
福岡県保護観察所（順不同）
心をつなぐパフォーマンス
○　詩の朗読　「みどりのころ」　　松永まり子・あかり　
　　　　
○　チェロ演奏　と　合唱

　　　　　　　　
閉会のあいさつ　二宮　通　（みどりの風　事務局長）

　　個別相談会
支援部による個別相談を希望者を対象に行いました。当日の相談の内訳は精神科医への相談１件、弁護士への相談2件でした。
懇親会

　懇親会は交流会の会場である福岡サンパレスホテルの玄海の間にて行われました。途中、オカリナの演奏があったり、誕生日の会員へのサプライズがありました。交流会で初めて出会った会員同士がお互いの話をしたり、情報交換をしたり、再会を約束したりする姿がみられました。被害者の方とその遺族、家族と支援部会員のみの和やかな雰囲気でした。
　　
　　

◇◆　交流会に関することの報告　◇◆
交流会　　アンケート結果

	・アンケート配布　６５　　　回答　２６（男性１３　女性１３）　　４０％

	・年齢　　　３０代　５　　４０代　１０　　５０代　６　　６０代以上　５

	・所属　　　被害者及び家族　１３　　　行政・官公庁等　８

	　　　　　　　被害者支援関係　　４　　　一般　　　　　　１

	　　　　　　　報道関係　　　　　０　　　その他　　　　　０


１．被害者遺族の話について

　（１）時間について　　　　　　ちょうど良い　２５　　　回答なし　１

　（２）気持ちが理解できたか　　理解できた　　２５　　　回答なし　１

　（３）話を聞いて感じたこと　　
自由記述
・市民が警察を動かすことは難しい。真摯に話を聴いて警察対応の窓口となる支援が望まれる（30代　支援関係）

・これまでも多くの遺族の話を聞く機会があり、その都度大きな宿題をもらったような気持ちになる。また遺族のメッセージをしっかり受け取ったので、組織的に改善が必要な部分は速やかな改善と対策を講じていかなければならないことを痛感した（40代　行政・官公庁等）

・DV、ストーカー等は以前から発生しているのに、警察は何故動かないのか。警察・検察庁・司法及び政治家等は、原因はわかっているのに何故対策をとらないのか（60代　被害者及び家族）

・悔しい思いをぶつける機関が必要と感じた。宗教家の参加があっても良いのではないか（60代　被害者及び家族）

・二次被害に遭われた被害者の思いに触れ、この防止に取り組むことの重要さを痛感した（60代　行政・官公庁等）

・つらい！　（50代　被害者及び家族）

・その人にとって最も大事な人達を突然失うという夢にも思っていない事が起こっている。自分自身にも起こっている事が、自分の知らないところで起こっている。悲しみに耐えながら今生きている姿をみて、自分も頑張ろうと思えた（50代　被害者及び家族）

・お二人に共通している警察による理不尽な扱いに、とても涙が出ました。真剣にならない警察に憤りを感じる（40代　被害者及び家族）

・自分にできることを一生懸命やっていきたいと思いました。悲しみが心に突き刺さりました（40代　行政・官公庁等）

・警察は被害者の立場に立った対応に欠けていると感じました。捜査の進捗状況の説明不足であったり、加害者側の説明をうのみにした捜査、被害者からの被害申告の無視など。Aさんの場合は、最初の対応が適切に行われていれば、被害は防げたはず。十数回も被害申告、相談をしたのに、加害者に対する捜査を行わなかったのは、

警察の怠慢だと思う。犯罪被害者のために何をすべきか、どんな支援があるかを一番に考えて欲しい（40代　行政・官公庁等）

・フラッシュバックがひどかったが、いろいろな方々の話が聞けて良かったです。独りじゃないんだと思える場所がまたひとつ増えて、嬉しかった（40代　被害者及び家族）

・被害に遭われたことにより、ご苦労、つらい日々を送っていらっしゃる方々があまりにも多くいらっしゃるのですね（50代　一般）

・大切な家族を喪った哀しみが痛い程分かります（50代　被害者及び家族）

・納得出来ない理不尽な想いが強く感じられ、行政・司法・警察関係の人にもっと聞いてもらって、問題提起する必要性を感じた。つらい体験を勇気を持って発表してくださったことが、とても勉強になりました（50代　被害者及び家族）

２．パフォーマンスについて

　　良かった　２０　　　　回答なし　６

・今泉君の素晴らしいチェロの演奏に聴きいり、とても癒されました（５０代女性）

· 聞いた曲があったので良かった（６０代男性）

３．交流会開催を知ったのは

　　被害者又は家族の紹介　３　　　支援者からの紹介　　　　１　　　新聞・テレビを見て　　３　　　　　みどりの風HPを見て　１１　　　　その他　　　　　　　　　　４　　　　不明　　　　　　　　　　４

４．交流会についての感想・意見

・他の機関の人達も参加が多く、それらの人達と共に今回の交流会が有意義になるものと信じております。色々なお話を聞いて、日頃マスコミ等で聞いているのと同様に感じている。犯罪者には色々な施策があるが、被害者に対しては、アフターケアというか、その後の事は・・・というふうに世の中はおかしいと思う。気配り、心配りのある交流会ありがとうございました（50代　被害者及び家族）
・また参加させていただきます（50代　被害者及び家族）

・長く活動を続けていくことが大事だと思いました。マスコミへの情報発信を今後も続けていただければと思います（50代　支援関係）

・時間をたっぷり取られて、いろんな境遇や立場の人と意見交換ができて有意義だった。翌日を気にしないで話し合えてよかった。集まることに意義があり、実行された方のご尽力に感謝したい（50代　被害者及び家族）

・みどりの風に入って良かったです。会長・副会長はずっと役をお願いします。今後の「みどりの風」がバラバラにならない為に（40代　被害者及び家族）

・被害者支援業務に携わっているが、机上の情報しかなく、本日交流会に参加させていただき、被害者遺族の方の体験談等を聞くことができて、大変貴重な経験ができました。被害者やご遺族の方々の置かれている立場、現状等を知ることで、よりよい支援につなげていくことができると感じました。この様な交流会の開催や結果については、マスコミで大きく取り上げて、多くの国民に知ってもらい、関心を持ってもらうことで、被害者支援・対策の充実につながると思います（40代　行政・官公庁等）

・貴重な話を聞かせていただき、ありがとうございました（40代　行政・官公庁等）

・時間の限られた中で、全国各地から参加された第一回交流会、大成功だったと思います。大感動でした。次回も参加したいです（40代　被害者及び家族）

・今回、交流会に参加させていただき、自己紹介や体験談を通して聞かせていただいた事や、感じた事を職員にも周知し、被害に遭われた方やその御家族の方が二次被害（事情聴取等で心ない言葉を言われ、傷付くこと等）に遭わないように、伝え方や応じる時の心がけに気をつけるよう伝えたいと思いました。また私自身も、被害者支援関係の法律や制度、グループ、ネットワークなどをもっと勉強し、理解を深め、被害者の方々が孤立しないよう、これ以上心を痛めることなく、少しでも日常の生活ができるように求められていることに対し、適切な情報を早い段階で提供できるようにならなければいけないと感じました。本日は貴重な時間をありがとうございました（30代　行政・官公庁等）

・私は犯罪被害者の話をしました。今までは断りつづけてきましたが、今回は、なぜか話そうと引き受けましたが、やはり大変なものでした。普段はあまり考えないようにしようとか、深く考えるとつらい、不安が大きくなります。今回もまた振り返って、つらさや、思い出したり、不安もまた出てしまいました。でも作業（原稿作成）していくうちに、後悔のない様に思っていることを話そうという気持ちになりました。いい経験をしたと思います。少しでも私の気持ちがわかってもらえたら嬉しいです（30代　被害者及び家族）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
マスコミ対応についての配慮
　当日取材にきてくださったマスコミの方へ以下の文書を配布してみどりの風についての理解と参加者への配慮をお願いしました。また、参加者の方のマスコミ取材の可否についての意思表示は肩につけたリボンの色で表明していただきました。
交流会主催者より

九州・沖縄犯罪被害者連絡会（みどりの風）趣旨

みどりの風の会員は、殺人・傷害などの身体犯罪及び交通犯罪の被害者や家族及び被害者遺族です。

支援会員は、会の趣旨に賛同する支援者で構成されています。

第一の目的は、犯罪被害者同士の出会いと交流を広げ、孤立しがちな被害者や遺族が互いに悩みを語り支えあって心の負担を和らげ、解決策を考える場を目指します。

第二の目的は、犯罪被害者の抱える困難な問題に、理解ある専門家・支援者の協力を頂き、各地の被害者や自助活動に支援・アドバイスを行うことです。

第三の目的は、行政・司法・教育等の各方面へ犯罪被害者の実状を発信することです。

毎日どこかで犯罪がおき、誰がいつどこで被害に遭うかわからない今、犯罪被害者の問題は国民ひとりひとりの問題です。
＜ みどりの風とは ＞

設立：　平成２３年６月　被害者及び遺族２０名と支援者２名が集い発会した。

会員：　平成２４年５月現在　会員３８名　支援会員９名

役員：　会　長　　　　　廣瀬 小百合　
　　　　副会長　　　　　松尾 明久　　
　　　　事務局長　　　　二宮 通　　　
身体犯罪部長　　二宮 通　　　　

　　　　交通犯罪部長　　松永 まり子　
　　　　支援部長　　　　藤林 武史
　交流会の参加者数　　　6月１３日現在　６８名

　　　被害者及び家族　　　　　　３７名　　　　　　　　支援会員　　　　　　　　　　９名

　　　官公庁・行政・支援団体等　１１名　　　　　　　　ボランティア　　　　　　　　８名

その他（会員外）　　　　　　３名
＜ みどりの風　一年間の活動 ＞
・みどりの風設立の趣旨説明と案内のため、８月～１１月に九州・沖縄８県の県庁・県警・支援センターを訪問

・広報として、チラシ作成と配布（８月）・ホームページ開設

友人・知人及び関係団体への案内

・各団体・行政・警察・刑務所・少年院・学校等へ「犯罪被害者の立場から」として講演。テレビ・ラジオへの取材協力

・会員及び会員外からの電話相談、面談対話、支援会員による法的相談やカウンセリング等の活動

・報道関係者との勉強会（平成２４年３月３１日　１０社１５名・会員９名）

・みどりの風設立一周年として、第一回交流会開催

平成２４年６月１６日
交流会に関する新聞記事

　今回の交流会の前後で九州各地の新聞社、テレビ局、ラジオ局に広報のご協力をいただきました。そのうちの一部ですが、
掲載された新聞記事をご紹介します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
成果と今後の課題　　　松尾　明久（みどりの風　副会長）
　　　　　　　
第１回　九州･沖縄犯罪被害者交流会 in 福岡　実行委員会
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　
梅本育恵、小川直人、菊池哲子、北村明子、栗脇康秀、新垣亮、鈴木薫、新納久男、二宮通、
橋川由美、廣瀬小百合、藤林武史、前田明美、松尾明久、松永まり子　（５０音順）

　

九州・沖縄犯罪被害者連絡協議会　みどりの風　事務局

事務局長　　二宮　通
事務局　　　福岡県小郡市二森 1346-5
ホームページ　http://midorinokaze-qo.com
メール：info@midorinokaze-qo.com
電話：090-5385-2038
       　　　　　　　　　　　　　　　  FAX：099-272-3624

　　　２０１２年6月16日（土）　　　　於：福岡サンパレス


九州・沖縄犯罪被害者連絡会　みどりの風


後援　福岡県、九州弁護士会連合会、福岡県臨床心理士会、福岡県社会福祉士会、


福岡高等検察庁、福岡県警察、NPO法人被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ佐賀VOISS　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協賛　株式会社　ふくや














１３：００　受付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


１３：２０　オープニング　（スライド上映）　　　　　　　　　　　　　　


１３：３０　開会のあいさつ　　会長                


　　１３：４０　被害者遺族のはなし


　　　　　　　　　


後藤裕子　  


[息子を奪われてー無謀運転者をかばった警察や教育委員会ー]


匿名 


  　[どこに訴えればいいの？ＤＶ、ストーカー殺人事件被害者遺族の声]





１５：１０　休憩	


１５：３０　参加者自己紹介	　　　　　　　　　　


１６：２０　支援部から　　　　　　　　　　　　　　　


１６：５０　心をつなぐパフォーマンス　　　


      詩の朗読　「天を」　　　松永まり子（詩）


　　　　　　　　　　　　　松永あかり（画）　　　　　　　　　


チェロ演奏　　　今泉耀介             　　　





１７：２０　閉会のあいさつ　事務局長　　　　　　　　　　　　　


１７：３０　支援部による個別相談会（会場　能古の間）


（弁護士、精神科医、臨床心理士、社会福祉士）





１８：３０　懇親会　（会場　玄海の間　　会費　3,000円）　　　


２１：００　ふれあいタイム        





　九州･沖縄犯罪被害者連絡会（みどりの風）は、


昨年6月、犯罪被害者20名が佐賀県鳥栖市に


集い立ち上げました。その設立趣旨は、





一、犯罪被害者の出会いと交流を促進していくこと


二、専門的支援を九州･沖縄全域に届けること


三、犯罪被害者の実状を社会へ発信すること





の３つでした。その第一の出会いと交流の具体的実現と


して、本日ここに「第一回九州･沖縄犯罪被害者交流会」


を開催できますことを、大きな感慨を持って迎えておる


ところでございます。


本交流会の開催にあたりまして、後援団体を受けてくださ


いました、福岡県、九州弁護士会連合会、福岡県臨床心理士


会、福岡県社会福祉士会、福岡高等検察庁、福岡県警察、


被害者支援ネットワーク佐賀VOISS、以上の各団体様に深く感謝申し上げます。また、福岡県弁護士会並びに株式会社ふくや様よりご協賛を賜りました。心より感謝を申し上げます。本来なら、ご後援ならびにご協賛くださいました皆様には、前列に席を設け、さらにご挨拶いただくべきところでございますが、本会は犯罪被害者を中心に据えて、その交流をこそ目的にしておりますことから、末席にてお名前の紹介のみとさせていただきますことに、ご理解とご了承をお願い申し上げます。





さて、今日お集まりの中には、初めて交流会に参加された犯罪被害者の方や、九州・沖縄にとどまらず、遠くは関西や関東からの参加者など、普段なかなか出会うことのない方もおられます。本交流会を通じて、多くの出会いと新しい交流が生まれることと信じておりますし、そのことが明日への私たちの幾らかの犯罪被害回復につながることを心より願うものです。触れておかねばならない残念な事実は、本交流会に参加したくても、諸事情で参加できない方々が参加者を倍する数いらっしゃるということです。そのほとんどのケースで、犯罪と無関係ではありません。それほど犯罪は生活を破壊しています。参加できない方々の声から私たちはそのことを学ばされました。このことは同時に、犯罪被害者の回復や犯罪被害者同士の交流が、いかに困難なことかということを物語っています。行政・司法・教育・福祉などの各分野で犯罪被害者への生活支援と交流活動支援が強く求められているということをこの場を借りて、全ての犯罪被害者の声として訴えるものであります。





　最後に、本交流会開催のために尽力くださいました実行委員の皆様、役員の皆様、支援会員の皆様、報道各社の皆様に深く感謝申し上げまして、開会のあいさつと代えさせていただきます。ありがとうございました。























福岡県在住　藤林武史（精神科医）、小川直人（教育ジャーナリスト）、


栗脇康秀（弁護士）、林誠（弁護士）、


菊池哲子（社会福祉士）、梅本育恵（臨床心理士）





沖縄県在住　伊藤義徳（臨床心理士、大学教授）　新垣亮（新聞記者）





また、高校生、大学生、社会人のボランティア７名の方に会場設営や託児などに協力していただきました。　











松永あかりさんの日本画の作品に合わせて、お母さんのまり子さんが詩の朗読をされました。あかりさんは平成10年12月高校1年生の時、自転車で通学途中、無免許の上にスピード違反の車に撥ねられるという事故に遭い、脳挫傷・骨盤骨折・出血性ショックの重傷を負われました。命を取り留めたことが奇跡だと言われたほどの厳しいものでした。その後、崇城大学の芸術学部、さらに同大学院へと進学されました。あかりさんは、今日も事故の後遺症と闘いながら、画家として一生懸命頑張っていらっしゃいます。お二人は、二度と同じ事故が起きないよう、また、誰も同じ悲しみ苦しみにあわないよう、犯罪被害にあった者の責務として何か出来ないかと活動していらっしゃいます














福岡講倫館高校の３年生　今泉耀介さんにチェロ演奏をしていただきました。


演奏後には今泉さんのお母さん、頼子さんに伴奏していただき、「翼をください」を合唱しました。参加者全員が小さな花束をもち、声を合わせ、会場が一つになったように感じられた時間でした。








おかげさまで、とても感動的な交流会となりました。


今日、初めて犯罪被害者の集会に参加された方々、たくさんいらっしゃいます。犯罪被害者と名乗った上でこのような催しへの参加を決断するまで、どんなにか勇気の必要だったことか、私たちはよく知っています。今回の交流会参加が、皆さんの「孤立」から「繋がり」への第一歩となれば、主催者の一人として、これ以上の喜


びはありません。このあとの懇親会・ふれあいタイムで思いの丈を存分に語りあいましょう。人それぞれ経験した犯罪被害の中身は違いますが、きっと気持ちの通じる方、心から共感できる方がいらっしゃると信じております。


今日、貴重な体験をお話しいただいた後藤さん・Ａさん、大切なご家族を理不尽に奪われたお話に、会場のどこからともなくすすり


泣きが聞こえてきました。改めて犯罪被害の深刻さを思い知った次第です。


お二人には、今日の準備のために、大変なご苦労をしていただきました。特に触れておきたいのですが、お二人とも資料作成に相当の時間をかけていただきました。もう一度事件と一から向かい合うという、ご本人にとって大変つらい作業だったとお察しいたします。本当にありがとうございました。





さて、みどりの風の第一目標は、犯罪被害者の出会いと交流を深めていくことす。犯罪被害者の心の回復にとって、被害者同士の交流の重要性は、私たち自身が経験し誰よりも確信しています。


また、これまでの小規模の自助グループでは難しかった、専門家の支援を九州･沖縄全域まで届けていくという課題にも、まだまだ緒に就いたにすぎませんが、挑戦していきたいと思います。同時に九州沖縄の自助グループとも連携を取ってまいります。今日の皆さんのお話からも分かるように、犯罪の被害は、単に加害者の犯行によるものにとどまらず、事件発生の背景・捜査の在り方・取材や報道の在り方・真実の明かされない裁判・一般社会からの偏見など、全社会の問題が集約されているといっても過言ではありません。だからこそ、犯罪被害者自身である私たち「みどりの風」が犯罪被害者の実状を発信していく必要があると考えています。


交流会開催に多くに後援団体や協賛くださいました企業・団体、一般の方々から温かいご支援ご協力をいただきました。高いところからではありますが、皆さまに深く御礼申し上げます。今後とも「みどりの風」の活動へのご理解、ご支援をいただきますようお願いいたします。





また、この交流会にボランティアとして参加くださいました学生・社会人の皆さん、みなさんのお力があればこそ、滞りなく進めることができました。いただいた温かい心を大切にしてまいります。本当にありがとうございました。





以上をもちまして、「第一回九州･沖縄犯罪被害者交流会」の閉会のあいさつとさせていただきます。





	九州･沖縄犯罪被害者連絡会





























　　　　　　　　　　　　　　九州・沖縄犯罪被害者連絡会（みどりの風）の設立から一年、発会当初の目標であった「第一回　犯罪被害者交流会」を、去る六月、福岡市で開催しました。年明けの一月に交流会の実行委員を決め、発会一周年に福岡市内で第一回交流会の開催を決定し、交流会の内容・予算・会場の選定等、諸々のことを話し合い打ち合わせを行う。手探り状態でのスタートで、度々の打ち合わせや検討会を重ね、また様々な方のご意見や助言を頂きながら、相談や支援をお願いして、開催することができました。


　　　　　　　　　　　　　　　6月16日（土）福岡サンパレスの会場に、被害者・遺族・家族の方、支援者や後援者、関係各位70余名の参加をいただきました。4時間余りの交流会の昼の部で、


被害者遺族お二人の家族を失った悔しさ、悲しみ、警察の対応の問題などつらい体験を話していただき、参加の皆様


も涙して聴き入りました。自己紹介では参加者や支援者の一言ずつの言葉に感激し、事故で被害に遭った娘さんの絵


を観ながら絵をもとに作ったお母さんの詩を聞き、ボランティアで参加いただいた母子の演奏に耳を傾け、全員に心


のふれあいと出会いを感じてもらえたのではないかと思います。


　交流会夜の部での懇親会と語りの会では、みどりの風の主目的である「思いを語り合いませんか」そのままに、今日初めて会った被害者や遺族・家族がつらい話や悔しいことだけでなく、日常の生活の話などをお互いに打ち解けて話し合い、ふれあって想いを語ることができました。また、支援者の方の寄り添いもいただいて、交流会を開いた大きな意義があったと思います。開催以後も、お互いに連絡を取り合って交流を続けている方も多く、出会いの場ができたことが最大の成果だと信じます。


　この交流会は、他の被害者団体や支援団体等が催す、一般市民の方も対象としたシンポジウムやフォーラムと異なり、被害者とその関係の方々を主体にした交流会のため、一般の方に知っていただく場にはなりませんでしたが、当日は報道関係が１５社余、２０名ほどの方が取材に参加、テレビや新聞で広く報道され、多くの方々に「みどりの風」を知ってもらう機会を得たことも貴重だったと思います。


　ちょっとした手違いや失敗もありましたが、発足時のみんなの想いがなんとか叶えられた交流会でした。


しかし、今後、どのように続けていくのかなど、大きな課題も残ります。


今回と同様の趣旨の会を続けるとして、いつどこで催すか。


また犯罪被害者等の思いを一般の方に理解し知ってもらうための会を、いかに設けるか、など。


開催場所についても九州・沖縄８県での開催を念頭に検討しないといけない問題です。


最も重要な問題は財政です。


交流会を行うにしても、みどりの風の維持運営を含み、資金の調達を考えないと何もできません。これまでも、会を支援してくださる方や、善意の方々の温かい志を頂戴し、交流会開催においても、支援団体や有志の皆様のご協力を得て寄付等の助成を賜り開催することができましたが、それでも開催費用の不足や、会の運営費等、この一年余に費やした諸々の費用は、会の皆様や支援部の皆様に負担をいただいて賄われ運営されてきました。これからはこのような負担を軽減していかないと会を長く継続させることは困難です。役員の方に助成金を申請できる団体や基金関係を調べていただき、一部、申請もしていますが、みどりの風が認められ助成を受けられる保証はありません。これからも、申請が認められ助成されるような活動が重要です。一般への寄付のお願いももちろん大事ですが、いずれにしても他力本願となります。その他いろいろな問題もありますが、会の運営と交流会等をこれからも続けるため、みんなで知恵を絞り、意見を交わして考えましょう。


　最後に、第一回交流会が開かれ多くの同じ想いの方々が、ふれあい、出会うことができました。これも偏に関係団体やご賛同いただいた有志の皆様のお力添えと、支援部の皆様の多大なご協力を得、当日はボランティアの皆さんのご協力と会の皆様の支えにより交流会が開催されましたこと、篤くお礼申し上げ心より感謝いたします。
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